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新型コロナウイルスへの対応について 

 

平素は施設運営にご理解ご協力いただき誠にありがとうございます。 

新型コロナウイルスに関して現在（2020 年 1 月 30 日 14:00 時点）の当グループ方針をお知ら

せいたします。現時点において、管轄官庁から園児の感染対策として特段の指示はありません。

以下内容につきまして、ご確認ください。 

 

◎厚生労働省HPにおける記述は以下の通りです ※1月 30 日 14:00 時点 
 新型コロナウイルス感染症は、我が国において、現在、ヒトからヒトへの感染が認められ

ましたが、現時点では広く流行が認められている状況ではありません。国民の皆様にお

かれては、過剰に心配することなく季節性インフルエンザと同様に咳エチケットや手洗

いなどの基本的な感染症対策に努めていただくようお願いいたします。 

 武漢市から帰国・入国される方あるいはこれらの方と接触された方におかれましては、

咳や発熱等の症状がある場合には、マスクを着用するなどし、事前に医療機関へ連絡し

たうえで、受診していただきますよう、御協力をお願いします。また、医療機関の受診に

あっては、武漢市の滞在歴があることまたは武漢市に滞在歴がある方と接触したことを

事前に申し出てください 

 

◎保護者の皆さまへお願い 
 万一、園児の同居家族・園児本人に新型コロナウイルスの感染が確認された場合は、即

時、園へご報告いただきますようお願いいたします。 

 以下の“新型コロナウイルスの症状”に似た症状がある場合は、厚生労働省コールセンタ

ーへの問合せ、または、医療機関への受診をお願いいたします。 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

（参考 1）今回の新型コロナウイルスに感染し、発症した際の主な症状（WHO 世界保健機関） 

〇発熱 〇せき 〇息苦しさなど呼吸器症状 

重症化した場合、〇肺炎や呼吸困難 〇腎臓の機能低下 

（参考 2）新型コロナウイルスに係る厚生労働省コールセンター（9～21 時）📞03-3595-2285 

 

◎当社グループの対応 
 管轄官庁・管轄保健所等からの明確な指示があるまでの間は、保育園における感染症対

策ガイドライン（厚生労働省：2018 年 3 月改訂版）、および、当園の運営マニュアル№2

感染症マニュアルに従って、予防と発生時対応を行います。「予防」については、季節性

インフルエンザと同様に行い、運営します。特に、有効とされている「30 秒以上石鹸手

洗い」と「手指アルコール消毒」の励行を徹底します。 

 万一、園児・園スタッフ、および、園児の同居家族・園スタッフの同居家族に感染者が確

認された場合は、即時、管轄自治体・管轄保健所へ報告の上、指示に従って対応を進めて

まいります。 

（参考 3）1 月 28 日、政府は新型コロナウイルスによる肺炎を、感染症法に基づく「指定感

染症」と、検疫法の「検疫感染症」に指定する政令を閣議決定しています。（施行は 2月 7日） 
 


